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新型コロナウイルス感染症が終息しない中、地震が発生し、自宅が倒壊

するなどして家に住めなくなった方は、避難所等で避難生活を送ることに

なります。 

このような状況下において、避難所での３密（密閉・密集・密接）を避

け、避難者が協力し合い、感染拡大の防止策を行いながら、安心して避難

所生活が送れるように、避難所の開設・運営のポイントをまとめました。 

 

  
はじめに 
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 Ⅰ 共通事項  

 

 避難所にいるすべての人が実践すること 

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、避難所においても「新しい生活様式」を

実践しましょう。避難所での避難生活は、長期間にわたる集団生活となります。避難者一人

ひとりが「新しい生活様式」を意識して、そして、避難者同士が協力して、自分が感染しな

いこと、人に感染させない意識を持つことが大切です。 

 また、避難所で感染者を出さないためには、平時の段階で感染しないことが重要です。そ

のため、常に「新しい生活様式」を強く意識して、日頃から感染防止に努めましょう。 

 

「新しい生活様式」の実践例 

 
 

 

「新しい生活様式」の実践例 

（厚生労働省）抜粋 
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 Ⅱ 事前準備 

 

 １ 事前に市民の皆さんが準備すること 

 

「避難」とは【難】を【避】けることであり、自宅での安全確保が可能

な人は、感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。地震

が発生しても、安全に自宅で生活できるよう、各家庭で今できることを

しっかりと準備して、自助力を高め、なるべく避難所に避難しないこと

で感染リスクを抑えましょう。 

 

（１）自宅で生活ができるように準備する 

 ・ 必要に応じて、耐震診断、耐震補強工事を実施し自宅の耐震化を図

りましょう。 

 ・ 家具の転倒防止を実施しましょう 

 

（２）避難所以外の避難先も検討する 

 ・ 避難先は、避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難

することも考えておきましょう。 

 

（３）避難先へ持参が必要な物資を準備する 

 ・ 食料や飲料水、生活用品など従来から避難者が持参する物資に加え

て、感染症対策として持参が必要な衛生用品（マスク・体温計・消毒

液等）を準備しましょう。 

 ・ 災害時には食料、飲料水、生活用品、衛生用品等は、店頭ですぐに

購入することが難しくなります。平時から少し多めに買い置きして、

古いものから使用、消費しながら家庭内で備蓄をしましょう。 

 

（４）日頃から体調管理に気を配る 

 ・ 各家庭で、今まで以上に体調管理に気を配り、検温もこまめに実施

しましょう。 
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 ２ 感染症対策物資 

 

従来の備蓄品に加えて、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運

営に必要な物資を備蓄します。（予定含む） 

 

（１）マスク 

 飛沫感染防止のために、避難所ではマスク着用となります。避難者の自

助によるマスク着用と持参が原則ですが、未持参者には配布します。 

 

（２）フェイスシールド 

 受付時の飛沫感染防止のために、着用します。 

 

（３）アルコール消毒液等 

 手指用及び清拭用の消毒液です。 

 

（４）非接触型体温計 

 受付時に避難者の体温を測定し、感染拡大を防止します。 

 

（５）間仕切り・テント 

 避難者同士の飛沫感染防止のために使用します。 
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 Ⅲ 避難所の開設  

 

１ 避難者の受入れ 

 

（１）避難所開設初期の受入れ 

 避難所運営マニュアルに記載のとおり、「避難所運営委員会」を組織し、

以下により、避難所運営委員会ごとに避難所到着時の避難者の健康状態を

確認します。 

 ① 避難者にアルコール消毒液、マスク着用の声掛けをして、マスクを

着用していない避難者にマスクを配布します。 

 ② 非接触型体温計による検温を実施します。 

 ③ 次ページの「健康チェックシート」により、各自で健康状態のチェ

ックを呼び掛け、該当する症状がある場合には申し出るように促しま

す。 

 

（２）受付を設置しての受入れ 

  避難所開設からしばらくしたら、下記の受付レイアウト（例）により、

受付を設置します。マスク、フェイスシールドを着用して対応します。 

受付で前記「（１）避難所開設初期の受入れ」を実施します。 

 

受付レイアウト図（例） 
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健康チェックシート 
 

次のいずれかの症状がある場合に

は、すぐにお知らせください 

 

①熱（３７．５度以上）がある 

 

②強いだるさ（倦怠感）がある 

 

③息苦しさ（呼吸困難）がある 

 

④味やにおいを感じにくい 

 

※避難所開設初期は、「健康チェックシート」の内容を読み上げ、

健康状態のチェックを呼びかけます。 

※受付設置後は、「健康チェックシート」を張り出し、確認して

もらい、健康状態のチェックを呼びかけます。 
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２ 避難所全体のレイアウト 

 

体育館等のほかに、各避難所で事前に指定されている校舎の避難スペー 

スを早期に開放して、感染の拡大防止を図ります。 

 

（１）飛沫感染防止策を講じる 

 間仕切りやテントの使用、避難者の間隔を空ける（１ｍ以上）等の飛沫

感染防止策をとります。 

 

（２）発熱者等の専用スペースを設ける 

 受付時の体温測定で発熱があった避難者や、「健康チェックシート」に

より、発熱等の申し出があった避難者の専用スペースを用意します。 

 専用スペースは、階段やトイレ等を発熱者等専用とし、健康な避難者と

接触しない様にします。 

 

 

 

 

 

避難所全体のレイアウト（例） 
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３ 健康な避難者スペースのレイアウト 

 

（１）間仕切りやテントで避難者の滞在スペースを区切るか、避難者の間

隔を１ｍ以上空けるようにしましょう。 

 

（２）１ｍ以上の幅の通路を設け避難者の間隔をとりましょう。 

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営ガイドライン 

（神奈川県くらし安全防災局 防災部災害対策課）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

４ 発熱者等専用スペースのレイアウト 

 

（１）校舎の教室等を使用し発熱者等専用スペースを確保しましょう。 

 

（２）できる限り、健康な避難者との接触の機会をなくしましょう。 

 

（３）１ｍ以上の幅の通路を設け避難者の間隔をとりましょう。 

 

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営ガイドライン 

（神奈川県くらし安全防災局 防災部災害対策課）抜粋 
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 Ⅳ 避難所の運営  

 

 基本的な感染症対策の徹底 

  

新型コロナウイルスへの感染は、飛沫感染（ウイルスを含む飛沫が口、

鼻や眼などの粘膜にふれること）、または、接触感染（ウイルスがついた

手指で口、鼻や眼などの粘膜にふれること）により起こります。感染症対

策の基本は、「マスク着用」による飛沫感染防止、「手洗い」などによる手

指衛生の徹底です。避難所にいるすべての人がこの２点をしっかりと行う

ことで、感染症の拡大を防止することができます。 

 

避難所運営のポイント 

 ① 手洗いや咳エチケットの徹底（別添資料１参照） 

  ア 基本的な感染症対策である手洗いやマスクの着用などを徹底し

ます。 

   イ 手洗いの基本は、「石けん」と「流水」ですが、災害時は、断水

により難しい場合が想定されます。その際は、アルコール消毒液等

による手指消毒を行います。 

  ウ 食事をする際は、マスクを外すため、互い違いに座ったり、同じ

方向を向いて座るなどしましょう。会話の際にウイルスを含んだつ

ばが飛ぶことがあるため、食事中の会話は自粛するよう指示します。 

 

② 定期的な清掃（消毒）や換気（別添資料２～４参照） 

  ア 避難所の衛生環境の確保として、定期的な清掃（消毒）や換気を

徹底します。 

  イ 清掃（消毒）は、アルコール消毒液や洗剤（界面活性剤）、次亜

塩素酸ナトリウムによる拭き掃除を基本とします。ドアノブやテー

ブルなど人がよく触る場所をこまめに拭き取ります。 

  ウ 換気は常時、天候により困難な場合はこまめに（1時間に２回以

上数分程度、窓を全開にする）、２方向の窓や扉を開け、避難スペー

ス内に空気が通るようにします。  
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 ③ 使用済みマスク等の捨て方（別添資料５参照） 

  ア 使用後のマスクや鼻水等が付着したティッシュ等の廃棄方法を

徹底します。 

  イ ごみ箱にごみ袋をかぶせ、いっぱいにならない様にします。 

  ウ 使用後のマスク等に直接触れることがないように、しっかりとご

み袋を縛ります。 

  エ ごみを捨てた後は、手洗いやアルコール消毒液等による手指消毒

を行います 

 ④ 避難者の健康観察等の実施 

  ア 避難者の健康観察は、入所時だけでなく、毎日継続的に実施する

必要があります。「健康チェックシート」を避難所内に掲出して、

周知を図り、毎日行いましょう。 

  イ 避難者のみならず、避難所に出入りする全ての人が対象となりま

す。 

  ウ 避難者に、「健康チェックシート」に該当する症状が出た場合に

は、申し出るように周知し、申し出があった場合には、発熱者等専

用スペースに移します。また、市の災害対策本部へ報告します。 

  エ 発熱者等専用スペースの避難者は、保健師等により定期的に症状

の観察を行い、必要に応じて医療機関に搬送し、検査及び治療を受

けさせます。 
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 Ⅴ 参考資料 
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【資料１】一般的な感染症対策について（厚生労働省） 

 

 



15 

 

【資料２】共用場所の掃除のポイント 
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【資料３】「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」（経済産業省） 
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【資料４】参考 0.05％以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方（厚生労働省） 
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【資料５】新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのごみの捨て方（環境省） 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【三浦市避難所運営マニュアル別冊】 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた 

避難所の開設・運営のポイント 

令和２年 11月発行 

三浦市総務部防災課 

〒238－0298 三浦市城山町 1－1 

TEL：046（882）1111 FAX：046（864）1166 

e-mail：gyouseikanri1001@city.miura.kanagawa.jp 

 

 


